
[内閣府事業採択のお知らせ]
この度、一般社団法人 社会課題解決支援協会が提案いたしました、
「指定避難所以外の避難場所でも「安心安全の食事」を提供できる健康情報・地域連携システム事業」が「官民連携による避難所運営の質
向上強化事業」に採択されました！

内閣府事業採択とは？
内閣府では、防災や減災に関する先進的な取り組みを全国で推進するため、民間企業や団体の提案を審査し、実証・実装する仕組みを行っ
ています。
今回の採択は、行政と民間が協力し、避難所運営の質を高めるモデルケースとして期待されていることを意味します。

今回の事業の目的
災害関連死ゼロの実現に向けた対策として、指定避難所以外（在宅避難、車中泊）でも安心して食事や医療が受けられる体制づくり、持病
やアレルギーがある方、高齢者や医療的ケアが必要な方々への命を守るサポートの仕組みづくりを目的としています。

実際の取り組み内容
今回の取り組みでは、「命のカルテ」と連携した健康情報・地域連携システムを活用し、
キッチンカーや移動薬局車などを使って被災地へ温かい食事と医療支援を届けます。

・三重県紀北町モデル（過疎地を想定）
　・高齢化率80％以上の地域での実証
　・キッチンカーによる温かい食事の提供
　・オンライン診療との連携で健康ケア
　・炊き出し訓練と合わせた実施で、平時からの仕組みづくり

https://shakaikadai.or.jp/archives/928


・大阪府大東市モデル（市街地を想定）
　・アレルギー・持病対応の食事を提供
　・移動薬局車を使用し、薬剤師同乗で医療サポート
　・命のカルテを活用し、個別情報をもとに迅速な対応を実現

今後の展望



これらのモデルは、市街地・過疎地いずれにも対応できる形で展開予定です。
今後、各地域の自治体・団体・企業と連携しながら、被災者1人1人にあった食事と医療支援を届ける体制を全国へ広げていきます。

紀北町では10月12日、大東市では10月21日に行う予定ですので、
実際に取り組みを実施した際には、HPにてお知らせさせていただきます！


